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イオテイコの f労働科学の方法j の出版差前に

代表世話人 酒井 一博(労働科学研究所)

私はいま労働科学研究所の所長の

職にあります。 私が労研に入所した

のは、 1973年ですから今年で 28年目

に入った計算 に な り ま す。 この私が

労働科学研究所の名前の由来を知っ

たのは故 三浦豊彦 先生の著作を読ん

でいるときだったように記憶 して い

ます。も しかするとそれより先、当

時の所長だった斉藤一先生と雑談し

ているときにお聞きしたかも知れま

せ ん。三 浦先生の著書にはこう書い

てあります。 少し長いが引用してみ

ます。 「桐原は次のように 書 いてい

る。 「大原社会問題研究所の構成か

らすれば、かなり異質のように 見 え

るこの 三人の仲間の実験科 学班に何

とか名称がいる、というので多くの

案が出されていたが、医学と 心理学

巻頭言 酒井一博
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とを主軸とする労働と生活に関する

生物学的研究という 内容をよく示す、

包括的な名称がなかなか見あたら な

い。 毎夜のように集まってかなりの

回数をかけたあげく、 『労働科学』

に決まった。英語では scienceof labour 
とすることにした 。 時に 机辺 にはイ

オテイ コの「労働科学とその組織 J

とリ ー の 「人 問機械と産業能率 J が

あった。(以下略)Jまた、 障峻は 「女

工さんの調べをする とき に大体提案

して、イオテ ーキ ョー の Science of 
Labourがいいと、私が主張したわけ

だ。 ほかの人は読んではいない 。J

と語っている 。J (三浦豊彦;労働と

健康の歴史第 三巻、労働科学研究所)

とあります。

イオテイ コの名前はそれ以来ずっ
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と気になっていましたが、 言 い訳を

すれば、日常業務に追われつづけ、

労研図書館が所蔵するフランス語版

も、英語版も手に取ることなく月日

だけはどんどんと経過していきまし

た。 そんなある日、戦後、東京大学

から国立公衆衛生院でご活躍になっ

た芦 沢正見先生がこのイオテイコの

「労働科学の方法 J (前述の三浦先

生の著作中にある「労働科学とその

組織 J と同じもの)の翻訳を終えた

ので、労研出版部から刊行できない

か打診にこられました 。 なぜ、芦沢

先 生 がイオテイコなのか。 ここのと

こ ろの謎解 きは、野村茂先生( 熊

大名 誉 教授、労研 主管研究員 )が本

書 の解題で詳しく書かれていますの

で、どうぞ手にとってご覧下さい 。

戦後、すぐに発足した東京大学医学

部公衆衛生学教室の若き気鋭の研究

者たちの姿と思いが活写されていて

とても興味深いものがあります。

実は、このイオテイコの翻訳本が

もうまもなく労研出版部から刊行さ

れます。 それに先立ち、この芦沢翻

訳本を一読してみました 。 まず、そ

の内容がフレッシュなことにびっく

りしてしまいました。 とても 1919年

(英語版の刊行、フランス語版の刊

行はその 2年前だったと聞いていま

す。 ちなみに労研の発足は 1921年で

す 。) に 刊行された内容とは思えま

せんでした 。 そんなに厚い本ではあ

りません。というより薄い本ですが、

全体の構成は 4章立てで、第 1章

人間モーター、第 2章 科学的管理

の原則、第 3章 作業に対する力と

適性、第 4章 ベルギーの技術教育

法、となっています。 あとは産業疲

労研究の古典としてぜひ皆さんに読

んでほしいと思うのですが、そのさ

わりとして 2、 3のパラグラフを抜

き書きしてみますと、次のようなフ

レーズに出会います。

「エネルギーの浪費を伴う、よく
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適応していない動作は同時に最も疲

労する動作でもある 。J r疲労は多数

の要因が非常に複雑に、からみあっ

た結果である 。 疲労の強度は次の諸

要因の関数である 。 1.労働時間、

2. 相対的賃金(生計にあてられる

賃 金と必需品費との比)、 3. 労働

の性質と組織、 4. 個人の体質と能

力(体格、上肢の長さ、筋の配列、

注意力、病的素因、現病など)、 5.

年齢、 6. 性、 7. 都市居住か農村

居住か、 8. 個人衛生(栄養、睡眠

など。賃金の使途にあたって無用な、

また有害な事物にあてられているか

どうか。道徳的摂生法)J rすなわち

疲労は収縮の際に、固定される筋に

集中している 。 これらの実験は時に

は顕著に起こる静的疲労が存在する

ことを示している 。J r災害数は労働

者がより疲労しているほど多く、災

害発生の時刻別分布はその労働者が

被っている疲労の程度を推測する 一

手段を提供している 。 (中略)結果

は次のように類別されよう 。 (1 ) 

災害数は、午前中は時間の経過に伴

い連続的に増加する 。 (2 )昼休み

をかなり長くとった後の午後の早い

時間では災害数は正午直前の午前よ

りはるかに少ない ( 3 )午後の時

間の災害の度数は再び時間の経過に

伴い連続的に増加する 。 (4 )午後

の終了時間に向けての時間当たりの

災害数は午前の時間当たりの最大度

数より著しく多い。J

どうでしょう 。 私は産業疲労の本

質と、それにもとづく的確な予見が

あって驚きました 。 産業疲労研究草

創期の名著として紹介するしだ いで

す。

• 

• 



記

1 999年度活動報告
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1999年度は 2回の定例研究会を開

催した . 第 52回研究会は，第 72回

日本産業衛生学会自由集会として

1999年 5月 8日に行った(参加 63

名).話題としては，落合孝則( 富

士 通)が「企業の産業疲労対策につ

いて」と井谷 徹(名古屋市大 ・医

・衛 生)が「労働安全衛生管理シス

テムと産業疲労研究」と題した講演

を行った.また， r自覚症状しらべ

の改訂 Jについての討議も行い， 今

後、ワーキンググループを結成し 、

これを中心として改訂作業を進める

こととした.第 53回研究会は， 2000 

年 2月 5日に和 歌 山 医 科 大 学 で開催

した(参加 36名).一般演題 8題と，

「健康づくりは疲労対策、労働意 欲

・能力向上に効果的であるか J をメ

インテーマとして林 剛司(日立 製

作所)が「健 康づくりと疲労対策 J， 

向 野正人(福岡大学)が「疲労対策

と しての“動 き " の 改 善 Jの テ ーマ

で特別講演を実施した. 1999年 6月

10日には熊本市の熊本総合鉄工団地

において第 5回 作 業 条 件 チ ェ ッ クリ

スト研修会を 41名の参加のもと開催

した 。 また，上述のように第 52回 研

究会時において「自覚症状しらベ j

の改訂が決定されたのを受けて， 22 

名よりなる改訂ワーキンググループ

を結成し，第 1回ワークショップを

1999年 9月 25日に，第 2回ワークシ

ョップを 2000年 2月 5日に開催した.

研究会ホーム ペ ージ

( http://square.umin.u・tokyo.ac.jp/ofl)は，

随 時新たな情報と差しかえられてお

り， 1996年 12月 27日以降のアクセ

• 

ス 件 数 は 2000年 1月 31日現在で延べ

7363件 で あ り ， 月 あ た り 約 200件の

アクセスがある .

なお、研究会の登録会員は， 2000 

年 2月 現 在 で 217名である.

1999年度研究会会計の決算報告は

以下の表に示すとおりであり、すで

に第 53回研究会総会で承認されてい

る。

1 999年度 産業疲労研究会

会計報告

収入

昨年度繰越

1999年度本部補助金

会員登録費

研究会参加費

利 息

小計

支出

印刷費

郵送料

文具類

研究会開催助成

その他

次年度繰越

小計

総計

収入-支出

119，531円

60，000円

290，500円

36，000円

68円

506，099円

55，650円

74，580円

1，000円

66，000円

5，315円

303，554円

506，099円

0円

上記の通り間違いありません。

なお、本年度は， 3年ごとの会員

登録更新年度にあたり，登録費収 入

が従来よりも多くなっています.
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[研究会のまとめ)

第 53回研究 会

2000年 2月 5 日(土)

和歌山医大・臨床講堂 2

世話人:茂原治

(和歌山健康センター)

【特別講演]

特別講演テーマ

『健康づくりは疲労対策、労働意欲

・能力向上に効果的であるか』

講演 1: 

疲労対策と産業医活動

林 剛司(日立健康管理センタ)

当センタは茨城県北部に位置し、

管轄する事業所は主に原子力・火力

・水力など重 電部門である 。 そのた

め、原子力発電所・火力発電所・水

力発電所などの国内現地サイトや海

外 サイトに長期(多くは単身赴任)

.短期で出 張する作 業者が極め て多

く存在する 。

また、近年の景気低迷や電力の自

由化により経営が極めて厳しい状態

が続いており、自動車会社への出向

や他工場への応援に出る作業者も少

なくない。更に、採用を抑制したこ

とで従業員の平均年齢は確実に上昇

している 。

このよう な環境において、疲労対

策 は 産 業 医にとって個人と企業の両

方 に 寄 与 する極めて重要な対策と考

えられる 。

産 業医 として今 日の企業の疲労対

策を考える場合、裁量労働制(時間

管理がない)とそれに伴う目標管理

制度、更に「能力主義」等に関する
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企業内の制度を熟知する必要がある 。

そして、産業医としては設定目標の

妥当性の評価、労働者が産業保健ス

タッフに申告できる風土っくり、そ

の申告を産業保健スタッフが客観的

に評価できること、上長の労働 者へ

のサポートの喚起、健診時の問診情

報の活用等の活動が必要になると思

われる 。

また、労働者の疲労程度を評価 す

る際には、以下の点について留意す

る必要がある 。

①仕事の量的負担、②従来業務 との

変化、③業務内容、④後向きの 仕事

(事故対策等)、⑤陽の当たらない

仕事(旧製品のメンテナンス etc)、

⑤自律性のない仕事、⑦評価さ れに

くい仕事、③うまく行くことが当然

とされる仕事、⑨仕事に対するモチ

ベーション(喪失要因:成功体験 の

欠如<若年層-巨大化したシステム

の中で自らの位置の喪失>、被害体

験<中高年層ーリストラ・責任をと

らされる>、労働一期待・報酬の不

均衡<規定要因:能力、年齢、学歴、

所 属 、 性 別 etc、その労働がキャリア

・ア ップにつながるかどうか>、能

力主義の導入により今後モチベーシ

ヨンを喪失した勤労者を増加させる

可能性がある)

今後、産業医にとって疲労対策 は

益々重要なテーマとなると考えられ

る。

講 演 2:

疲労対策としての“動き"の改善

向野義人(福岡大学スホe ーツ科学部)

健康な人から病気の人にいたる ま

で、自覚する症状がある場合には、

その症状に関連の深い動きの異常を

伴っている 。 自覚症状の改善には、

それに関わる動きの異常の改善が伴

• 

• 



• 

• 

っており同時に動きの異常の改善は

自覚症状の改善につながっている 。

日常生活の中で起こる疲労といえど

も同様である 。 つまり、動きに注目

し、それに対して対応を怠りなくす

ると疲労対策として役にたつことに

なる 。 そのため に は 動 き の 異 常 をど

のように見つけるかが重要となる 。

そもそも人の動きはささいな日常

生 活動作であってもスポーツ活動で

あっても多関節 ・多軸にわたってい

る。 そのため、ひとつの関節の動き

は全身の動きと連動するとともに他

関節からの影響を受けている 。 例え

ば、仰向けにねて、足の母~Jl:で壁を

突き破ろうとすると、足首→膝→腰

→脊柱→肩→ 肘→ 手 首 → 首 と 力 が入

り、最後には顔面の筋肉まで緊張し

てくる 。 経路分布の特徴から ヒ トの

動きをこの 12種類のルートの動きと

してとらえなおす事を可能とする 。

動きを負荷し てこのル ー トの異常を

簡易 に み つ ける方法を開発して経路

テ ストと名付けて様々な病態の分析

に応用してきたが、疲労はこのルー

トの異常として表現できることに加

えて誠灸治療は動きの改善を達成で

きる 。 このことが疲労対策となる 。

この方法による動きの改善が疲労対

策ならびに健康づくりに役に立っか

どうかを検討した 。 対象は大手企業

の中の肉体労働を主体とした一事業

所(2 4 5人)とした 。 頚や肩や腰

などの運動器に痛みのある人 117名

を対象とし、経路テストの所見をも

とに動きの改善を目標として誠治療

を行った 。 8週間の治療で痛みが半

減したのは頚肩部痛で 79%、腰痛

で 7 1 %、膝痛で 90% に達した 。

心理検査では、緊張、抑うつ、怒り、

疲労、情緒混乱のス コアは有意に減

少した 。 このことは誠治療で痛みの

軽減ならびに 疲労の改善や予防、情

緒 の安定を達成できることを示して

いる 。 また、高血圧者では収縮期血
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圧および拡張期血圧ともに有意に減

少した 。 誠 治 療 期 に は 運 動 器 疾 患に

よる受診は半減し、その医療費は 約

1/5となった 。鉱灸治療の導入で医療

費削減が達成できる可能性があると

考えられた 。経 路 概 念 を 応 用 し て人

の動きを全体として調和がなされる

ように改善する誠治療は疲労対策を

含めた健康づくりに新たな分野を押

し開くものと考えられる 。

【一般演題】

演題 1.某電気製品製造ラインにお

ける疲労軽減対策

豊田直子、加美綾子、日馬久美子、

千田恭子、村上彰善、山田誠二、

藤木幸雄(松下産業衛生科学センター)

某電気製品製造ラインにおいて、

OWAS法による作業分析を実施し、

それをもとに、各工程のビデオから

従業員自身が筋負担を検討する場を

設けた 。 このとき、従業員参加型改

善活動とするために改善提案を従業

員から提案してもらうようにした 。

その結果全工程(18工程)すべてに

ついて改善提案が出 、 費用のかから

ない工程から改善が進められた 。 3

ヶ月経過した時点ですでに改善され

た工程について再度 OWAS法による

作業分析を行い、また経営効果を 調

べたところ、作業姿勢は腰部をひね

る、斜め前に前屈がほとんどなくな

ったが、静止立位姿勢は多くなった 。

さらに経営効果を調べたところ 0.2

分の工数削減が実現した 。

演題:2 .深夜時刻帯の前または中に

とる仮眠が覚醒水準に及ぼす影響

久保智英(中央大)、佐々木司(労

研)、斉藤良夫(中央大)

看護職員が深夜勤務に従事する前

にとる仮 眠 と深夜勤務中にとる仮眠

が、それぞれ覚醒水準に及ぼす効果



を明らかにするために、若年男子 8

名 (平均年齢 19.8歳)を被験者とし

て実験を行った 。 実験条件は、実験

第 2日の 7時に起床後、 19時 - 21時

の 2時間仮眠をとる"前仮眠条件 "

と、実験第 3 日の 2時-4時の 2時

間仮眠をとる"中仮眠条件"の 2条

件が設定され、被験者は 4名 1組で

その 2条件を順序を逆にして 1週間

間隔で繰り返した 。 実験期間中、毎

時間生理 ・心理機能測定が繰り返さ

れた 。

実験の結果は次の通り 。 (1 )仮

眠前後の測定結果の比較から、前仮

眠では「自覚症状しらべ j 第 1群や

VASを用 いた眠気の評 価 の主観的

指標に、中 仮眠ではそれに加えて 4

選択反応時間などのパフォーマンス

指標に、仮 眠の効果は覚醒水準の維

持として示さ れ た 。 (2 )第 3 日の

5時-8時の早朝時刻帯では、前仮

眠条件よりも中仮眠条件の方が、こ

れら 2種類の指標で覚醒水準が 有 意

に高いことが示された。

演題 3.異なる時刻にとる仮眠がそ

の後の睡眠に及ぽす影響

佐々木司(労働科学研究所)

夜 勤 に よる過労判定が 「夜勤明け

の夜間睡眠までの疲労の回復」であ

る ことを念頭において、成人の徐波

睡眠ーレム睡眠バランス (20%・25%) 

を判定基準として、夜勤前にとる仮

眠(19時 -21時 :以下 「前仮眠 J)と

夜勤 中 に とる仮眠(2-4時 :以下「中

仮眠 J)を想定し、夜勤労働者の健

康評価に資すことを目的とした実験

室実験を行った 。 5人の男子大学生

( 19.6歳)が本実験に参加し、 基 準

夜睡眠- (前/中)仮眠.昼間睡眠ー回

復夜睡眠を課せられ、睡眠脳波 、 直

腸 温が測定 された 。 結果は中仮眠条

件では、回復夜睡眠までに徐波 睡眠ー

レム睡 眠 バランスの回復傾向があっ
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たが、前仮眠条件ではその傾向は見

られなかった。前仮 眠 条件の回復夜

睡眠がバランスの悪い睡眠とな った

理由として、前仮眠時の体温の 水準

が中仮眠時よりも高いために前仮眠

の質が悪かったこと、その結果 、昼

間睡眠時に徐波 睡 眠の 出現量が多く

レム睡眠が 抑制 されたためと考えら

れた。

演題:4 .心理的ストレスをともなう

仮眠が夜間の覚醒水準に及ぼす影 響

松元俊(中央大)佐々木司(労研)

夜勤交代 制勤 務 者 は 夜 勤 初 日の勤

務 前 に 仮 眠 を と る 習 慣 が あ る 。 この . 

仮眠は、短時 間 睡眠に 加 えて、覚醒

後に夜勤を行わなければならないと

いう心理的ス トレスから睡眠の質が

悪くなることが推測された 。 そこで

本実験では、仮眠時(17 '"'-' 19時)に、

時間になったら実験者に起こされる

「強 制 覚醒条件 j と、時間になった

ら被験者自ら起きなければならない

「注意睡眠条件 j の 2条件を設定し

て、睡眠構造とその後の覚醒水準 の

変化をみた。被験者は 10名の男性労

働者 (33.6+ 8.1歳)であり、仮眠時

には睡眠脳波、夜間覚醒時 (21'"'-' 8 

時)には 1時 間ごとに種々の生理心 A 

理機能検査を行った 。 結果は、 注意 . 

睡眠条件の 睡眠構造は強制覚醒条件

に比して、有意に睡眠潜時や中途覚

醒 時 間 が 長 か っ た 。 しかしながら夜

間時刻帯の覚醒水準は両条件とも維

持されず、条件聞にも有意差は示 さ

れなかった 。 この結果は、両条件聞

の徐波睡眠量に差がなかったことか

ら考察された 。

右写真。

第 53回例会で の

1コマ



• 

• 

演題 5. 労働者の生活習慣とメンタ

ルヘルス
-The General Health Ouestionnaire 
を用いて一

山本博 一、大沢愛子、木村亮、

末元浩基、坊内良太郎、松浦英夫、

和田祥城、松本政信、森岡郁晴、

宮下和久(和歌山医大・衛生)

近年の産業界における急速な技 術

革新や経済効率の追求、対人関係の

複雑 化 など職場における精神活動は

ま すます増加してきており、精神面

からの疲労も増大してきている 。

そこで、職場におけるメンタルヘ

ルスを、様々なストレス要因や心理

社会的背景に加え、生活習慣や健康

習慣を含めた包括的な観点から明ら

かにするために、某事業所男子従業

員の TheGeneral Health Questionnaire (G 
H Q ) とライフスタイル調べ、スト

レス要因およびライフスタイルと精

神的 健 康 度 、疲労度の関係について

検討を行った。

その結果、労働者の労働環境や作

業負担、役割、 職場 内 の人間関係さ

らには労働者の生活習慣や健康習慣、

あるいは家庭など職場外の問題もス

トレス要因に関係しており、職場の

健康管 理 に おいてメンタルヘルス対

策を 講 じ る 場合、これらの点に注意

を払う必要が あることがわかった 。

演題 6.職域健康づくり活動におけ

る労働者の運動習慣形成に関与する

要因の検討

宮井信行、西津哲、浦邦委、

洪 成勲、森喬史、山中宏孝 、

松本政信、森岡郁晴、宮下和久

(和歌山医大 ・衛生)

職域では健康保持増進対策 (THP)

に基づく様々な健康づくり活動が行

わ れているが、必ずしも積極的な展

開がなされているとはいえない状況

にある 。 そこで今回は、某事業所 の
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従業員を対象に、健康づくり活動の

なかで主要な役割を占める運動に対

する意識調査を実施し、労働者が定

期的な運動習慣を形成するための要

因について、勤務条件や勤務形態と

の関係を中心に検討した。その結果、

交替勤務者では、常日勤者に比べ て

定期的な運動の定着率がかなり低く、

その理由として、時間的余裕の欠 如

や身体の疲労感などを訴える者が多

かった c ま た 、 交 替 勤 務 者 で は 事業

所内の健康づくり教室の参加率や継

続率も低く、時間的な配慮や職場等

での理解が求められていた 。 このこ

とから、職域において労働者が定期

的な運動習慣を形成するには、常 日

勤や交替勤務といった勤務形態を踏

まえた運動教室の提供および施設の

確保、またはその時間的な配慮が必

要であるものと考えられた。

演題 7.内航船の近代化と船員労働

坂村 修(名古屋市大 ・医 ・衛生)、

加藤和彦 、久宗周 二 (海上労研)

今日、内 航海運業界は船 員の高齢

化と不足が問題にな っている 。 その

解決策のひとつとして内航船の近 代

化がある 。 内航近代化船は少人数運

航を機械化により実現し、それによ

って捻出された人員で交代要員を確

保することによって 、最終的に乗 船

期間を短縮し、就労時間を短縮する

のがねらいである 。 今回、内航船の

船員 702名を対象に作業負担感を 中

心 にした質 問紙 調査を実施し、これ

を在来船と近代 化船 とで比較検討し

た c

その結果、甲板部、機関部に備え

られている各近代化機器に対する 有

用性は全体の約 90%の乗組員が認め

ていた 。 しかし、就労時間、休暇期

間ともに両者で差はなく、近代化 機

器を備えることによる航海運用や荷

役といった各職能毎の就労時間の短



縮も認められなかった。

演題 8. 教師の労働負担

千田忠男(同志社大 ・文学部)

小学校教師の労働負担を、教育労

働過程に即して検討した 。 教師歴

13・28年 、 年齢 41-51歳の男女各 5名

の教師から 聞き取 りを行った 。 教育

労働過程を、(1 )教育実践そのもの、

( 2)教育実践の魅力、 (3)教育実践の

厳しさ、 (4)校 務分掌、(5)しんどい

ことが重なったときの心身の状態、

(6)しんどいことが重なるときの経過

に区分して検討した。

( 1 )クラスの教育実践は、子どもたち

の発達欲求を実現すると同時に、共

感 ・信頼を築く活動である 。 その評

価 は 教 師 、子どもたち、保護者、社

会 一般から行われる 。校務分掌はク

ラスの仕事の合間に行なわれ、相当

の困難をともなう 。

(2)困難が重なったときに、意欲低下、

焦燥感、睡眠障害などが訴えられ、

胃潰蕩なども経験している 。

(3)困難が重なる経過として、課題が

重なり、課題の山場が集中し 、課題

の優先順位が錯綜する事態がみられ

た。応援も少ない 。 もちかえり仕事

や長時間の 仕事、昼休み休憩が取れ

ない事態などは、負荷が過大である

証拠と考えられた 。

第 54回 研究会

2000年 4月 26日(水)

北九州国 際会議場 21会議室

本会は第 73回日本産業衛生学会総

会の自 由集会として開催されました c

特別講演 2題と自覚症状しらべ改訂

作業の経過報告などが行われました。

自覚症状しらベの改訂作業経過につ

いては本誌別欄に掲載されています
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ので、ここでは特別講演の要旨のみ

記載します。

特別講演 1

農業労働と疲労対策

宮北隆志(熊本大・医 ・衛生)

l.農作業を取り巻く状況の変化 1999

年7月、「農業基本法 Jが38年ぶりに

改訂され、新しく「食料 ・農業 ・農

村基本法」が制定された 。 旧基本法

は、農業の生産性と農業従事者の地

位の向上を目指したものであったの

に対し、新基本法は、食料の安定供

給の確保、農業の多面的機能の発 揮

並びに持続的な発展、農村の振興を

基本理念とするものに生まれ変わっ

た。 その背景には、施設型農業の導

入と農薬 ・化 学肥料 の使用拡大や機

械化の進展に代表される農作業形態

の変 化、 更には、農業従事者の減少

と高齢化、商品経済の浸透、混住化

など、農業や農村生活を取り巻く状

況の大きな変化がある 。これに伴い、

農業労働 に伴う労働負担の態様も大

きく変わりつつある 。

2. 職場改善/作業改善のための自前

の工夫

植え付け、管理、収穫、調整/加 工、

箱/袋詰め、出荷など、農作業のそれ

ぞれの段階において、農作業者自身

の手による多様な改善と、その経験

交流が積極的に行われている 。 なか

でも、作業性/操作性の向上、物の運

搬と保管、ワークステーション、作

業場内整備などの領域において、数

多くの事例が報告されている 。 負担

の軽減と快適な作業環境づくりと作

業効率の向上を同時に実現してい る

事例の多いことが注目される 。 製造

業や自治体職場において展開されて

きた、自主対応型/参加型のアプロー

チは、農業の現場においても有意義

であると考えられる 。

3. 疲労対策を考える 3つの枠組み:

• 

• 



• 

• 

農作業/農業労働/農村生活

個別の農作業に対する自 主対応型

の改善が大きな成果をあげているが、

今後は、農業労働や農村生活という

枠組みを意識し た 取 り 組 みが 同時に

必要と思われる 。 そこでは、家族経

営協定の締結や経営形態の見直し、

更には、グリーンツーリズムなど都

市と農村の交流という切り口も、生

きがし、や農業の魅力を再認識し、健

康と環境の両面において持続可能な

農業を展開す る上で重要と考えられ

る。 オタワ憲章において示され たヘ

ルスプロモーションの考え方に基づ

いた、専門家としての支援のあり方

を今後さらに模索していきたい。

特別講演 2

現場における作業負担軽減策

古川政志(松下電器(株 )AVC社

ビデオ事業部) ・千田恭子(松下

産業衛生科学センター)

1 .はじめに

ビデオデ ッキ製造を 主とする事業

場の組立作業工程で、製造のある べ

き姿を求めて、作業疲労軽減対策「人

(高齢者 ・女性)にやさしい職場づく

りJを実施した .職場の作業姿勢と設

備の改善を中心とする事例を報告す

る。

2. 対象と方法

ビデオデ ッキの組 立、調整、検査、

段ボールへの詰め込み作業を行う作

業者 58名(男性 43人 平均年齢 40.6
+ 6.9歳;女性 15人 平均年齢 36.5
+ 5.3歳)を対象とした。

調査は、疲労自覚症状調べ、 姿勢

観察を 主 としたタイムスタデ ィ

(OWAS法)、腰部負担評価ソフト

Bless、下腿インピーダンス測定、目

に関する調査を実施した 。 その後 QC

活動を利用した、班長を中心する作

業者参加型の改善を実施した 。
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3. 結果

3 - 1作業負担と改善策

①座位での部品挿入作業

ラインの高さ幅やビデオの幅によ

り腰・首の前屈、上肢の挙上等の不自

然姿勢が見られた。作業者からは肩、

首、腰，手首の自覚症状の訴えが聞か

れた 。 改善策として、肘置き台の導

入、ライン下面のくりぬき、 OAチ

ェアーの導入を実施した 。 その結果

OWAS法の AC2 ・AC3が減少し

た。 また、別作業とのローテーショ

ンを実施し、特定部位への負担を 軽

減した。

②立位での段ボ ール供給作業

梱包用段ボールを床面におろし、 10

枚 (lOkg) ずつコンベアに供給

する作業である 。 腰部の前屈姿勢や

ひねる動作がみられた 。 改善策とし

て、段ボール箱準備コロコンベア を

導入した 。Bless法を用いて算出 した

椎間板内圧 が減少し、改善効果がみ

られた。

③座位での調整作業

モニターをみながらドライバ一 等

を用いての精密な調整作業である 。

作業者からは目、肩、腰、注意集中

困難等の訴えが聞かれた 。 改善策と

して、 ドライパー固定、モニタ一位

置の検討、 OAチ ェ ア ー 導 入 、 別作

業とのローテーションを実施した 。

改善前は首の後屈がみられたが正 し

い首の姿勢が保たれ、目、肩、首の

訴えが減少した。

4. 考察

今回疲労軽減対策活動をとおして

得ェたポイントとして、 1 )コミュニ

ケーションの重要性の再認識、 2) 

作業ローテー ションを含めた 作業改

善の有効性、 3 )作業習慣・生活習慣

両面からのアプローチの必要性が上

げられる 。 今後とも、企業 ・個人と

もに改善の歩みを止めることなく活

動しつづけることが重要であると 考

える 。



チェックリスト
エクササイズ

第 5回作業条件チェックリスト

研修会報告

第 5回チェックリスト研修会は 、

熊 本 大 学 医学部衛生 学の 上回教授 の

ご尽力と熊本総合鉄工団地のご協力

を得て、 1999年 6月 10 日(木)に熊

本で開催しました(本研修会では

九州で初めて の 開催 )c 参 加者は 41

名でした。熊本大学医学部に集合後 、

パスに 乗って 会場である工 業団地に

移動しました ο その移動中にチ ェ ッ

クリ ス ト の目的 ・考え方および具体

的 実 習内容の説明をコーディネータ

役 の 井谷世話人が行いました 。 到 着

後、宮 北先生 (熊本大 ・医 ・衛生)

の司会 進行の下 鉄工団地の方から

同地の概要と団地内企業の説明を受

けました c

今回の研修会では 、団地内の(株)

マツシ マ、熊本防錆 工業(株)の 2

企 業でチェック リ ス ト ・エクササイ

ズを実施しました 。 全 体の見学をさ

せて頂き、仕事の実態の大まかな把

握をした後、 グル ー プで 仕事内容に

対する意見交換 を し な が ら 追 加 すべ

きチェック項目の作成を行いました。

昼食と チェ ック項目の討議 を終えて

から 、改めて対象と なる工 場を 細 か

く見せ て頂きな がらチェッ ク項目の

確認を行いま した ο 結果をグルー プ

ごとにまとめて発表したのち、職場

の方 々と意見交換をさせて頂きまし

た。 対象とした企業では製缶等の金

属加工(マツシマ)とメッキ加工(熊

本防錆工業)を主な仕事としており、

それぞれの企業で作業負担の軽減と

快適性を目指した工夫が多くなされ

ていました G また、参加者が提案し

た改善点については、職場や他 の団

地 企業の方々から様々な対応経験に

基づ いたコメントを頂きました 。 以

下の図に示しますように、参加者の

改 善志 向型チェ ックリス トに対する

評価はひじよう に高く 、職場の作業

条件改善活動の契機となりうるとの

感想を頂戴しました。(文責城)

i感1 チェックリストで改善事1員討 e主要を努.若者書をか?
4ち

• 
96も

[gJ2.チェックリストiま改善警の災後となるかっ
。ミ

100九

関3.~当分の殿様でチェックリスト?を和11轄するか今
l、

36ミ

無弱者害

題~~聖書をするつもり

FJF.号、っているが実

Eちは雪量しい
53主 竃怒っていない • 

密4.t注の人!こもチエツ判ストE存修会・への著書)JDを勤めるつ

著書 1まい

Gケ-;，;¥イケーλ

k記の図は第 5回作業条件チェックリスト研修 会

参 加者 に対する質問紙 の回答結果である l熊本 大

.医 ・衛生による調査結果 )
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産業疲労とリフレッシュ活動

堀江正知 (NKK京浜保健センター)

昨今の経済不況では、日本中が産業疲労

に陥ってしまったような様相である。

私は産業医であるから、何事も予防を追

求する立場であるが、就労においてある程

度の疲労は不可避となれば、産業疲労の現

実的な目標は、慢性疲労の予防であろう。

つまり、職場の疲労対策をLeavelとClerk

の予防の 3段階にならうと、 (1) 疲労が蓄

積しないように作業環境や作業を改善する

こと、 (2) 疲労を観察しその蓄積を早期発

見すること、 (3) 蓄積した疲労を一日(や

むを得なければ一定期間)のうちに回復さ

せることの 3点になると考えられる。産業

疲労というと(1) (2) の分野を想像して

しま うが、(3) の分野についても、睡眠や

休憩をし、かに効率よく取ることができるか

の研究の進歩が注目されている。生物に備

わっている休憩中の自然回復力を期待して

いるのである。

ところで、休憩あるいは余暇に何らかの
活動をすれば、 一層効率的よく疲労が回復
するかもしれないという考え方もある。疲
労していない部位の心身の活動は、疲労部
位に休息を与える場合がある。例えば、健
康増進活動では精神労働負荷の高い者に休
憩時間中の軽い運動は精神の休息を促すと
指導し、また、実際にある感覚刺激を受け
たり情報を得たとたんに、 一気に疲労が回
復したような気分になることもある。この
ように疲労を回復させ、次なる活動のため
に休憩時間や余暇を積極的に利用する活動
を、疲労回復手段の中でも「リフレッシュ
活動j と表現しているように思う。類似語
して「レクリエーションJrレジャー」な
どがあるが、これらは、その活動自体に娯
楽・更正 ・資質向上といった目的があり、
リフレッシュ活動には、別の活動の効率化
が目的で、その疲労回復のために実施する
活動といったニュアンスがあるところが異

なる。建物や設備には自然回復力はないの
で、老朽化して疲れてくると積極的投資に
より更新するが、そのような工事のことを
リフレッシュ工事と称したりするし、企業
のリフレッシュ休暇制度なども職能の発展
をz且ったものであろう 。

実際のリフレッシュ活動には、楽しめる

程度のスポーツや清涼感を与える食品など

のほかに、読書 ・聴講 ・対話などによる知

識の修得、芸術 ・文化 ・自然との接触、あ

るいは買い物 ・カラオケ ・小旅行などと人

によって様々な活動があるが、 一般論とし

て非日常の体験が好まれる。し、ずれにせよ、

自分をリフレッシュさせる活動がわかって

いる人は、慢性疲労に対する耐性が高いと

も言えるかも知れない。

日本には、諸外国と比べて国民の祭 日が

多く、毎年、大型連休があるなどさまざま

な制度上の休暇は存在しても、そこで計画

的にリフレッシュするということは案外難

しい。休憩や余暇をリフレ ッシュに役立て

ることは、従来から、日本人よりも欧米の

ビジネスマンのほうが上手であった気もす

る。ひょっとすると国際的な自由競争時代

に備えるには、国民が日常的にリフレッシ

ュすることを習慣化することが日本経済の

ブレイクスルーになるのかも知れない。

ドリアンとの出会い

武山英麿(名古屋市大 ・医 ・衛生)

私は、毎年 8月にフィリピンに行

く機会がある 。 とはいっても観光で

はない 。 3年前から、当教室でフィ

リ ピ ン に お け る WISE(W ork 

Improvement in Small Enterprise)プロジェ

クトを労働生理の観点、から改善事例

について評価活動を始めており、こ

れに参加するためだ。WISEとは、生

産性を重視しつつ労働条件を改善す

る目的で、中小企業の自主的な労働

条件改善活動を推進するプロジェク

トである 。 フィリピンでは、国際的

援助のもと 1994'"'-' 1996年まで実施さ
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れ、その後、フィリピン労働雇用省

(DOLE)の基幹施策として継続展開さ

れている 。私は大学院 2年目の 一昨

年から 活動に加わった 。 メンバーは

教室スタッ フと医学部や薬学部、看

護学の学生など十数名である。 一昨

年は、セブ島、昨年はダバオとマニ

ラで評価活動を行った 。 現地では筋

電図 、 酸 素消費量、心拍数などを改

善前と改善後で測定し、負担軽減効

果について評価している 。 これまで

実験室での研究が 主だっ た私にとっ

ては、非常に新鮮で、フィ ール ドで

の調査の重要性だけでなく、楽しさ

も感じながら参加している 。 昨年か

ら負担評価法 の技術指導も行いよう

になり、 コミュニ ケーションの重要

さも痛感し、英会話のレベルアップ

に励んでいるところである 。 また、

この機会を通して、私には大 きな出

会いがあった 。 いきなり食べ物の話

になって恐縮だが、フィリピンとい

えば、バナナという印象しか持って

いなかった私は、現地でドリアンを

初めて食べた時のことは忘れられな

い。 あの強烈で独特な臭いだけです

っかり参ってしまった 。 どんな方で

も最初から好きになれない臭いでは

ないでだろうか。 しかし、 ドリアン

はヒトを虜にする不思議な力を持っ

ているよう だ。 昨年、たまたま、ド

リアン加工工場の改善事例を視察す

る機会があった 。 辺り 一 帯ドリアン

の臭いが漂っている 。 そんな中、企

業主からドリアンのもてな しを受け

た。私は、まだ、このときまでドリ

アンには抵抗があった 。 しかし、臭

いに長時間 暴露?され、臭いに幾分

慣 れ た 状 態 で食べたドリアンの味は

いままでとは違っていた 。 ヒトの味

覚と嘆覚は不思議である 。 まさに美

味であった 。 わたしが「ドリアンス

キー Jの仲間入りをした瞬間である 。

大げさかもしれないが、 ドリアンと

の出会いによって、フィリピンが私

にとってより 一層、近くなった気が

する 。 今年もマニラを中心に評 価 活

動を行う予定である 。 今回もまた、

何か新しい出会いを期待しつつ、多

くのことを現地で吸収したいと思 っ

ている 。

アメリ力滞在雑感

瀬尾明彦(福井医大環境保健)

昨年 9月からアメリカのカンザス

州立大学工学部経 営生産シ ステム工

学 科に滞在して作業時の下肢負担に

関する研究をしています。 こちらの

大学で人間工学を担当しているリズ

準教授と コンズ名誉教授はこういっ

た研究をされている数少ない研究者

で、幸いにも私の希望を入れて下さ

り、しばらくお世話になることにな

りました 。 この 8ヶ月間は、下腿腫

脹の測定条件検討のための新しい測

定装置を試作するなど、結構充実し

た日々を送らせてもらいました。

アメリカまで来て機械作りをする

とは思いもしませんでしたが、おも

しろい体験をさせてもらいました 。

ここの大学は、工学系が強い大学に

ふさわしく実験用計測器を試作し て

くれる EDLという専門の部門を学内

にもっています。 装置の作成はそこ

にお願いしました 。 EDLは生体計測

機器の試作経験がそれなりにあって、

私が設計した回路を ベ ースに機能と

精度を上げるために、いろいろなア

ドバイスをしてくれて助かりました。

ただ、組み上げてみるとなかなかま

ともに動かず、問題解明のために 駆

け引きめいた議論がしばらく続い て

いささか消耗しました 。 千回に 1回

くらい起こるハードの障害(でもソ

フトでは回避できる)にこだわって

いる私を「だいたい良いんじゃない

のJといって説得してくる 担当者 に、
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彼ら の 物 の 作り方の感覚とソフトに

強い理由を見た気がしました 。

教室にこもってこの新しい実験 系

と格闘している日々が多かったので

すが、せっかくだからと 5カ所ほど

アメリカの事業所のにおいもかぎに

行かせてもらいました 。 いずれの事

業所も見学者は必ず保護めがねをか

けさせられました 。 おーこりゃなか

なか安全にこだわってるわいと思う

と、実際の現場の労働者達の安全衛

生 は そうでもあり ま せ ん 。 むしろ日

本より悪いかも 。 天井リフトやフォ

ー クリフ トでの作 業時にヘルメット

をしている人はいないし、マスクを

せずに粉塵作業をしている人も多い。

コンズ先生に聞くと、確かにマスク

とかすべきだけど急性発症しないと

か発生頻度が低い問題は無視される、

OSHAも人が足りなくて大企業中心

にしかチェックできないからその程

度の 中 小 企 業(といっても従業員数

200人以上)はあの程度だろうと

のことでした 。 保護めがねは、訪問

した事業所の担当者によると、災害

発生 1件あた り平均 8万ドルの経費

が会社側にかかるとの試算があるか

らとのことでした 。 筋骨格系障害に

ついては米国では年に 60万件程度

が労災として報告されるなどよく認

識されている のではとコンズ先生に

聞 くと、医療保険でのカバー範囲が

狭くて仕事に関係ありそうなら労災

保険でカバー しないとね、医者もそ

んな に 気 に せずに仕事のせいだと診

断する よ 、 企業も業務起因性の否定

は困難だし弁護士も多いから、との

こと 。 うーむ、なんとストレートな

解釈だ。

出不精のせいで静かにこの滞在も

終わりそうですが、単に生きている

だけ で 社 会 システムの相違が目に付

き、考え込んで一人固まっているこ

との多い毎日です。

『自覚症状しらベ』改訂作業

経過報告

「自覚症状しら ベ」の改訂が 1999

年の産業疲労研究会総会の場で決定

いたしました 。 改訂の決定をうけ、

改訂作業にあたるワーキンググルー

プ(以下WGとする)のメンバーを

募集し、活動にあたることとなりま

した。現在のところ、以下の 22名の

方が WGメンバーとして活動に参加

しております。

酒井 一博 (WG代表，労研)

青山京子(静岡県金属健保浜松事務所)

井谷 徹(名古屋市大 ・医・衛生)

上回 厚(熊本大・医・衛生)

岸田孝弥(高崎経済大)

小林秀紹(福井高専)

近藤雄 二 (天理大)

斎藤 健(北大院・医 ・環境医学)

酒井康子(富士電機)

佐々木司(労研)

瀬尾明彦(福井医大 ・環境医学)

武山英麿(名古屋市大・医・衛生)

城 憲秀 (WG事務局，名古屋市大)

立身政信(岩手医大 ・衛生公衛)

広瀬俊雄(仙台錦町診療所)

堀江正知 (NK K京浜健康管理センター)

宮尾 克(名古屋大 ・院 ・多元数理学)

宮北隆志(熊本大 ・医・衛生)

宮下和久(和歌山医大 ・衛生)

茂原 治((財)和歌山健康センター)

山田琢之(愛知医大・産保科 学セント)

山本理江(松下電器 AVC社)

これまでに行われたワークショッ

プでは多面的に種々の検討がなされ、

以下のような方向で改訂を進めるこ

とを確認しております。

【第 1回ワークショップ]

「自覚症状しらベ J ワーキンググル

ープによる第 1回ワークショップは

1999年 9月 25日(土) 13:00 ""' 15:30 
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に名古屋市立大学医学部で開催され、

以下のような方針で今後の作業を進

めることを確認しました。

1 )改訂にあたっての基本方針

①当 面は従来の経時型調査票の改訂

を実施し、 1回問診型調査票の作成

は当面考慮、しない。

②調査 票は 一般的質問項目(従来の

30項目のような)と、目の疲労や腰

痛等の 特異的な疲労徴候に関する

副リスト的 質 問 項目から 構成する 。

③調査 票 の応答方式は段階評価 もで

きるように配慮する 。

④調査 票とともに改 善志 向型チェ ッ

クリス トを添付する 。

2 )改訂の進め 方

①メンバーによる検討のうえで、試

行質 問票を準備する 。

②試行質問票で 予備調査を行う 。

③統計 的手段により質問項目の構成

を検討する 。

④試行 調査 票 の分析結果に基づ く新

たな調査票を作成し、本調査を実施

する 。

⑤ 2001年の産業衛生 学会 を目途に

「新自覚症状し らベ」を提案する 。

[第 2回ワー クショップ]

第 2回ワークショップは、 2000年

2月 5 日(土 )に 和歌 山県 立医科大

学 で行われました 。 第 53回例会中で

の開催であるため 、WGメン バ ー以

外にも多くの方の参加を得まし た 。

この ワークショ ップで は次のよ うな

点を確認しました 。

1 ) 暫定調査票の提案

これまでのワーキンググルー プの

作 業 か ら 提出された意見等にもとづ

き事務局より暫定調査票を提案した。

これを基礎資料として討議を行っ

たが、暫定調査票はワーキンググル

ー プ メンバーを中心として今後さら

に討議 し、 2000年 2月 29日を目途に

完成す ることとした。

2 )今後の調査予定

a暫定調査票の完成(2月末まで)

b 暫定調査票に よる 予備 調査(4 

月ごろまでに)

c 予備調査の結果解析に基づき、

本格調査用調査票の 完成

(夏季 まで にワ ー クシ ョップを

開催し本件 につい て討議する)

3 )予備調査への参加協力の依頼

予備調査 への参加 可能機関の協力

を求めた(メンバーの方で協力 可能

な方は事務局までお知らせくださ

4 ) 利用 の手 引き の作製

自覚症状しらべ調査票および 調査

票との併用を期待される作業条件 チ

ェックリストの使い方や調査分析・

評価法などにも配慮、した「利用の手

引き Jの準備もあわせて行うこ とが

確認された。

[改訂作業の現状 ]

現在、暫定調査票による調査が 進

行中で す。 全国 6カ所で調査 がなさ

れており、データが事務局まで 届い

ております。 統計解析等を実施し て

今後の 改訂作業の基礎資料としてい

きたいと考えております。

[次回ワークショップ開催 】

第 3回ワーク ショップを 7月 15日

(土)に名古屋市立大学において開

催する予定です。 このワークショッ

プ では暫定調 査結果の 検討と本調査

に向けた質問紙の立案作成にあたり

たいと希望しています。 (文責:城)

自覚症状しら べ改訂作業についてご意見、ご質

問等がございましたら、下記W G事務局までお問

し、合わせくださいの

事 務 局 は 干 467・8601名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄

名古屋市立大学医学部衛生学教室，城 憲秀

TELOS2-8S3-8171. FAXOS2-8S9・1228，

E-mail ntachi⑮ned.nagoya-cu.ac.jpです。
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日本産 業衛生学会産業疲労研究会規則

名称及び事務局

第 1条 本会は，日本産業衛生学会産業

疲労研究会(以下，研究会という)と称

する.

第 2条 本会の事務局は，世話人会の指

定するところにおく.

目的及び事業

第 3条 本研究会は，産業衛生の進歩を

はかることを目的として，つぎの事業を

イ丁つ.

(1)産業疲労に関する研究集会等の開催

(2)研究会報等の発行

(3)産業疲労に関する調査研究

(4)産業疲労に関する資料収集，編纂お

よび教育研修

(5)その他本研究会の目的達成上必要な

事業

2. 研究集会は，原則として年 2回開 催

することとし，そのうち 1回は研究会総

会を行うものとする.

会員および会費

第 4条 研究会 の会員は，日本産業衛 生

学会の会員および本研究会の目的に賛同

し研究 会 活 動 に参加を希望する個人とす

る.

2.本研究会の会員登録方法および退会に

ついては，別に定める .

第 5条 会費については，別に定める.

. 世話人および世話人会

第 6条 研究会 には，代表世話人，世 話

人，監事の役員を置き，研究会の円滑 な

運営をはかる.

2. 代表世話人 は，世話人から互選によ

る.

3.代表世話人は，研究会務を統括する.

4.監事は，代 表 世 話 人 の 指 名 に よ るも

のとする.

5. 代表世話人は，必要に応じて世話 人

会を招集できる.

第 7条 世話人の選出方法および人数に

ついては，別に定める.

会計

第 8条 研究会 の 会 計 は ， 学 会 よ り の助

成金，研究会費その他をもって充当する .

第 9条 研究会の会計年度は，学会と同

じく毎年 4月 1日にはじまり，翌年 3月

3 1日に終わる .

報告

第 10条 つぎの事項は世話人会および

研究会総会での承認を経て， 学会理事会

に報告するものとする.

( 1 )活動報告および収支決算

(2)役員氏名

(3)その他，世話人会及び研究会総会

で必要と認めた事項.

(附則)

l 本規則の変更は，世話人会及び研究会

総会での承認を経て，学会理事会の承認

を得るものとする.

2. 本規則は， 1 9 9 8年 4月 1日より施

行する.

研究会規則細則

会員登録及び退会について

l. 会員になろうとするものは，氏名，所

属機関，連絡先等の必要事項を明記して

研究会事務局に申し込まなければならな

2. 研究会を退会しようとするものは，事

務局に申し出なければならない.会費 未

納者は，会員の資格を喪失する.

会費について

l 当面，通信費用として年間 1，500円とす

る. た だ し ， 会 費 期 間 の 途 中 年 度 に 入会

する場合は各年度毎 500円とする.

世話人の選出について

l 世話人は 5名以上とし，世話人会から

推薦され，研究会総会で承認されたもの

とする.

2. 世話人の任期は， 3年とし再任を妨げ

ない.

(附則)

l 細則の変更は，世話人会および研究会

総会での承認を必要とする.

2. 本細則は 1999年 4月 1日より施行す

る.
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第55回産業疲労研究会例会
... ----_.. ..ーー一一・・ーーーー・-ーーーー・・ー一一一..ーーー一..ーー「

第 55回産業疲労研究会例会 は今秋名古屋 において開催する予定です。:

詳細は後 日、会員 あてに案内状を発送します。また 、研究会ホ ーム

.ペ ージ(http://square.umin.ac.jp/of/)でも開催案 内を掲載いたします。

己 主方からの研 究 ・活動の ご 肢 を お 待 ち い た し て お り ま す。

第 15回国際夜勤交代勤務シンポジウムのご案内

第 15回国際夜勤交代 勤務シンポジウムが 来年 9月に開催されま す。

本シンポに興味をお持ちの方は、 シンポ事務局 まで E-mailか FAXで

お問い合わせ下さい。
メインテーマ

「夜勤交代勤務審理の話戦勝」
Innovative S廿ategiesin Managing Shiftwork 

会期:2001年 9月 10日 (月 ) '"'-'13日 (木)

場所:湘南国際村センタ ー (神奈川県三浦郡葉 山町)

トピックス:
夜勤交代勤務と安全管理 ・夜勤交代勤務者の健康管理 ・

夜勤交代勤務者の睡眠・ 夜勤交代勤務への生理的適応 ・

夜勤交代勤務への女性の進出 ・発展途上国における夜勤交代勤務 ・

より柔軟な勤務編成をめざして ・その他

問い合わせ先 :

T 216-8501 神奈川県川崎 市宮前区菅生 2-8-14
(財)労働科学研究所気付

第 15回国際夜勤交代勤務シンポジウム事務局

E-mail jim@isl.or.jp FAX 044-976-8659 

ホー ムペー ジ hロp://www.isl.or.jp/symp2001.htm

-一・編集後記・ー・
曜日 またもや発行が遅くなってしまった。会員の皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしまし

たが、やっと第 9号が完成しました。お手許までお届けいたします。

この会報は第 1号の編集後記にもありますように会員相互の情報交換の場となることを目的と

しております。その達成のためには会員の皆様方からの記事、意見などご投稿が必須です。皆

様の熱い情熱をぜひぜひお寄せ下さい。

ところで、現在、 「自覚症状しらべ jの改訂作業が進んでいます。すでに30年にもわたって利

用されてきた従来の調査票をあらためてみると、諸先輩の先見の明に驚き、敬服するばかりで

す。微力ですが、他のワーキンググループメンバーや会員の皆様のご協力のもと、より良いもの

に仕上げるべく努力していこうと考えています。 (城 記)

事務局 :干467-8601名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄 1，名古屋市立大学医学部衛生学教室内

TEL: 052-853-8171. FAX: 052-859-1228 
E-mail e i se i @med. nagoya-cu. ac. jpホームページ:http://square.umin.ac.jp/of/ .................................................................................... 

-16 -

• 

• 


